
１ １１月２１（ ）、特 支援 の発表会に

と大 事、 社会 で して

ります。

２ １１月５ 、 ５ 定例理事会 びに ３

クラ 協 会を しました。１２月例会プ

ラムと 会 の 免 を し、国際

会の地 事 である ３３ 地

イ・ ン イ地 に を するク

リーン ー ー事 への 加を しまし

た。

・ より会報 ２ １ ２ 号 び１１月例

会案内を しました。

・ より会報 ２１１ ２１２１号を しま

した。

・ より会報 ２ ２１号を しま

した。

・国際 ー リー ２５１地 より次年度の地

金 ナーの 案内が いております。

　 　

　１２月１１（ ） ３分、 産 会 に

いて年 れ 会を します。 様への

案内は１１月２３ にて を します。

１ 間 度で め りますのでよろしくお い

します。なお、 会の に対する協

が います。理事 １２ 様に、会

が２ 、 り１１ の方々には１ の 協
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をよろしくお いします。

　 しい 会にしたいと っておりますので、

様の 協 をよろしくお いします。

・１１月５ の理事会の は大 お になりま

した。ありがとう いました。　

・ い事がありました。　　

・ ー リー１５年表 を きました。

　

・お します。　 　 務

　前　 　　３

　 　 　　　５

　累　計　　３７９，６００円

「税を考える週間によせて」

　 税務 　山本　浩三様

　 は、 ー リークラ の 様の前で

お をさせていた く機会をいた き、ありが

とう います。

　国税庁、国税 、税務 では、 年１１月１１

から１ までを 税を考える 間 として、広

く国民の 様に税の意義や 、税務行政の現

状についてより理 してもらい、納税義務を履

行していた くために、様々な施 を実施して

おります。 は 税の と税務 の 事

についてお をさせていた きます。

． と の

　 子高 化という人口 の大きな 化、

用や ・地 基 の 化など、社会保障

制度を支える社会や ーバ 化の進 など

情 に大きな 化が生 ている で、社会保

障制度をいかに維持・充実させていくかが問わ

れており、社会保障と税の一体 は①社会保

障の充実・ 定化、②財政 全化、という２大

目 の 成を目指しています。そして、こ

の目 を 成するため、 年 月に消費税率が

引き上 となります。

　事 者の方々が消費税法の 正内 を理 し

て適 な申告・納付が行えるよう、 表 義

務の特例の内 等について広報・ を行うと

ともに、 表 や消費税の転化 等に関す

る にも関係 庁と連 しながら、適 かつ

な対応に取り組んでまいりますので、納税

資金の備 を め 理 いた きますようお

いします。

． 調査・徴収

　茨　適正、公平な税務行政の 進

　国税庁は、適正かつ公平な課税と徴収を実

現するため、限られた人 等をバランスよく

配分し、大口・悪質な納税者に対しては組

を最大限に活かした的確な調査を行う一方

で、 な誤りの 正などは な を組

み わせるなど、効果的・効率的な事務

を けています。実地調査で した１

あたりの申告漏れ所得金 は、平成２３事務年

度においては、申告所得税は １ 、法人

税は １ となっています。調査において

重点的に取り組んでいる事項は、①資産 用

の多様化・国際化を においた調査。②

分な 査と調査等により消費税の不正還付申

告の防止の取り組みです。この他、国際的な

取引への対応として、国際的 税 行為の

ほか国外財産に対する課税の適正化にも取り

組んでいます。

　これらの取り組みのためには、資料情報は

重要であり、税法等で提 が義務付けられて

いる所得 の 徴収 や配当等の支 調

書などの 法定調書 のほか、 した取引

情報など、様々な資料情報の収集を行ない、

調査・指導に活用しています。国際的取引に

関しましても、国際財産調書 の提 制度が

され、平成２年度１月以降、提 が始ま

りますので、よろしくお いします。また、

査察制度は、悪質な脱税者に対して 事

を追 し、その一 の効果を て適

正・公平な課税の実現と申告納税制度の資す

ることを目的としています。そのため、 り
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その他の不正行為により故意に税を免れた納

税者に正しい税を課すほか、犯罪捜査に準ず

る方法で調査を行い、その結果に基づき検察

官に告発し、公訴の提起を求めています。

　芋　確実な税金の納付

　申告された国税は、国庫に納付されて初め

て歳入となります。滞納とは、国税が納付期

限までに納付されず、督促状が発付されたも

のをいいます。国税庁では、滞納の未然防止

と早期徴収の取り組みが重要と考えており、

その上で、滞納となった国税については、期

限内納付を行なっている大多数の納税者との

公平性を確保する観点から、滞納の整理促進

に取り組んでいます。大口・悪質滞納事案の

滞納整理に当たっては、捜索、差し押さえ、

公売等の処分を実施するなど厳正かつ毅然と

した対応を行なっており、財産の隠蔽等によ

り滞納処分の執行を免れようとする特に悪質

な事案は滞納処分免脱罪の告発を行なうなど、

更に厳正に対処しています。

３．調査・徴収事務の取り組みと今後の課題

　茨　コンプライアンス確保のための取り組み

　最近では国境をまたぐ取引や資産移転、電

子商取引などが増加し、税務行政を取り巻く

環境は一層厳しさを増しており、納税者のコ

ンプライアンス（納税者が納税義務を自発的

かつ適正に履行すること）を維持するために

は、一方で悪質な課税逃れ等への取り組みを

強化しつつ、税務に関するコーポレートガバ

ナンスの充実に向けた取り組みを行なうなど、

税務行政の効率化を更に追求していく必要が

あります。具体的には次の３つの取り組みを

柱としてコンプライアンスの向上を目指して

いきます。

　　①実地調査の重点化

　実地調査は、納税者の申告における不正

や誤りを正し、適正な申告に導くための高

い効果を持つ反面、大きな事務量を必要と

します。そのため、不正が発生しやすい分

野や全体のコンプライアンスに与える影響

が大きい分野（例えば、海外取引等を利用

した課税逃れや消費税の不正還付など）に

事務量を重点的に配分していきます。

　　②情報収集・分析機能の充実

　納税者のコンプライアンス・リスクを的

確に分析するとともに、課税逃れ等を効果

的・効率的に発見できるよう、情報収集・

分析機能のより一層の充実を目指します。

そのため、国際的な情報交換の枠組みの強

化や、社会保障・税番号制度の導入を見据

え、資料情報の適正かつ効率的な活用に向

けて、システム整備等を進めていきます。

　　③自発的な適正申告を確保するための多様

な手法の活用

　納税者の申告前の自己点検の支援や、多

数の申告漏れが予想される事項の公表、書

面でのお尋ねなどによる申告についての自

主的見直しの呼びかけ、税理士会や関係民

間団体との協調関係の強化など、実地調査

以外の多様な手法を用いて、幅広い納税者

に自発的な適正申告を促す取り組みを充実

させていきます。

　芋　社会保障・税番号制度の導入

　平成２５年５月に番号関連法案が成立し、社

会保障・税番号制度が導入され、個人番号は

社会保障分野、税分野に利用範囲を限定して

導入されますが、法人番号は広く一般に公表

され、官民問わず様々な用途で活用が可能と

されます。

　 のス ー は、現 のところ、所

得税については平成２年分の申告書から、法

人税については平成２年１月以降に 始され

る事 年度から、法定調書については、平成
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２年１月以降の支 いに係るものから、番号

が 始される予定です。

． の

　国税庁の は、 納税者の自発的な納税義

務の履行を適正かつ に実現する ことです

が、納税者の方々が申告・納税を ・ 利

・スムー に行なうことが るよう、 ー

スの充実に向けた の取り組みを行なって

います。 は特に、国税庁 ーム ー と

の活用についてお をさせていた

きます。

　茨　国税庁 ーム ー による情報提

　 において、 国税査

察官の 事 や 国税徴収官の 事 など国

税庁の様々な取り組みや税に関する情報を

で しているほか、質 応 事例などが

できます。 いた きたいと い

ます。

　芋　 を利用した申告・納税手 の充実

　 様は、事 の に わっておられると

いますが、所得税、法人税や消費税の申告

ほか、法定調書 の提 についても　

により提 していた きますようお い

します。なお、税理士による 理

は、 法定調書 についても行なえますので、

してみて さい。

　また、この 法定調書 の提 に当たって

は や などの スクによる提

も可能です。 与 システムなどから

徴収 ー を スクに ン ー し

ていた く事で、 ー ーレス化が実現しま

す。 確定申告書 成コーナー では、 コ

ンの 面の案内に って入 することにより、

申告書等を 成・ して 等により税務

へ提 する事が可能です。

　 の手 きの で 電子 書 が

不要なものとして、 所得税の 徴収高

書 の提 とその イレクト納付 の手 き

び 納税 書 を電子申 して税務 口

で書面により け取る手 きがあります。税理

士さんの 理 に らずに 自 で る手

きであり、 ト（ ）

による利用が大 利です。なお、 不 の点

がありましたら、 なく税務 にお問い

わせいた きたいと います。

　 は 重な 間をいた き、 ありが

とう いました。
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